
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  弁護士に報酬を支払う場合の源泉徴収            

Ｑ：当社の係争事件に係る弁護士から請求

書が来ました。請求書には報酬の他に交通費

や宿泊代も含まれていますが、この場合の源

泉徴収はどうしたらいいのですか？                             

                                             

Ａ：報酬だけでなく、交通費や宿泊代も含

めた全額について源泉徴収しなければなりま

せん。 

【解説】 

報酬・料金等の支払をする者は、その報酬・

料金等を支払う際に所得税を源泉徴収し、こ

れを納付しなければなりません。 

お尋ねは、源泉徴収の対象となる報酬の範

囲に、交通費や宿泊代等が含まれるのかどう

かということかと思います。 

 給与所得者が使用者から支払を受ける旅費

については非課税の取扱いがありますが、弁

護士など報酬、料金等の支払を受ける者が支

出する交通費や宿泊代については、その収入

を得るための必要経費として確定申告の際に

控除される性質のものですから、源泉徴収に

ついて非課税の適用はありません。 

したがって、この場合には交通費や宿泊代

も含めた全額について源泉徴収しなければな

りませんので注意が必要です。 

ただし、旅費や宿泊代を弁護士に支払わず、

貴社が直接交通機関やホテル等に支払う場合

には、その金額が通常必要であると認められ

る範囲内のものであれば、源泉徴収しなくて

もよいことになっています。 
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